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訪問介護 重要事項説明書 
 

1. 事業の目的と運営方針 
 要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護状態の維持、改善を目的と

し、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 
また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 
 
 
2. 事業者の内容 

 
 （1）提供できるサービスの地域 

事業所名      松実会指定訪問介護事業所 
指定番号      0372100685 
所在地       岩手県滝沢市鵜飼狐洞 1 番地 162 
管理者の氏名    里見 きみ子 
電話番号      019-601-2515 
FAX 番号      019-601-2516 
サービスを提供する地域  滝沢市、盛岡市 
 

（2）事業所の従業者体制                     
職 種 職務内容 員 数 
管理者 業務の一元的な管理 1 名(常勤兼務) 

サービス提供責任者 訪問介護計画の作成等を行う 1 名以上 
訪問介護員等 訪問介護の提供 3 名以上 

 
（3）営業時間 

◆ 営業日              営業時間 
（日～土、祝日を含む）     8 時 30 分～17 時 15 分 
 

◆電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。 
年中無休、0：00～23：59（24 時間）行います。 
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3. サービスの内容 
（1）身体介護 
  ① 食事介助 

食事介助で、全面介助、一部介助又は見守りを行います。配膳から下膳まで含まれます。 
② 入浴介助 

浴室への誘導や見守り、入浴中の洗身等を行います。ただし、本人が全く自力で移動ができな

い場合等には、訪問入浴サービス等の他のサービスが必要です。 
③ 排泄介助 

おむつ交換、採尿器や差し込み便器の介助、トイレやポータブルトイレへの移動介助又は見守

り、誘導を行います。 
④ 清拭 

身体を清潔に保つため、全身又は部分的に身体を拭きます。 
  ⑤ 体位交換 

褥創の防止のために、一日何回か体位変換を行う際の介助を行います。 
⑥ 着脱介助 

衣服の着脱の介助を行います。利用者が自分で行えるように配慮しながら行います。 
⑦ 整容介助 

身繕いを介助します。整髪、美容、爪切り等が含まれます。 
 

（2）生活援助 
① 買い物 

日用品や食料品など生活必需品の買物を行います。買物に伴う金銭管理には十分注意し、常に

利用者の確認を得ながら行います。利用者宅から買物に出かけることが原則ですが、派遣時間と

の関係等により訪問前に買物を行う場合は、利用者やサービス提供責任者等と十分相談し、買物

の内容や金銭管理について確認のうえ行います。 
② 調理 

利用者のための食事の調理、配膳、食後の後片付け、食品の管理を行います。利用者以外の家

族等の食事の調理は提供できません。 
③ 掃除 

居室等の掃除、布団干し、日常生活用品等の整理整頓等を行います。居室等とは、利用者が日

常生活に使用している部屋、台所、トイレ、風呂場等です。 
④ 洗濯 

日常的な衣類の洗濯、乾燥、洗濯物の取り込み整理、小物のアイロンがけのほか、ボタン付け

や衣類のほつれの修繕など、専門的技術が必要なく、短時間でできる範囲内の補修です。 
⑤ 衣類の入れ替え 
季節の変わり目における衣類の入れ替え、寝具の交換等を行います。 
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4. 利用料金（令和 6 年 6 月１日より適用） 
厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、

介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 
介護報酬告示額 
（1） 基本料金（利用者負担分には、特定事業所加算Ⅱを加算のうえ記載しています） 
身体介護が中心の場合 単位数 介護給付額 利用者負担額 

（１割） 
利用者負担額 
（２割） 

利用者負担額 
（3 割） 

２０分以上３０分未満 ２４４ ２，４４０円 ２６８円   ５３６円 ８０４円 
３０分以上１時間未満 ３８７ ３，８７０円 ４２６円   ８５２円 １，２７８円 
１時間以上１時間半未満 ５６７ ５，６７０円 ６２４円 １，２４８円 １，８７２円 
３０分追加毎 ８２   ８２０円  ９０円   １８０円 ２７０円 
生活援助が中心の場合      
２０分以上４５分未満 １７９ １，７９０円 １９７円   ３９４円 ５９１円 
４５分以上 ２２０ ２，２００円 ２４２円   ４８４円 ７２６円 

 
（2） 加減算料金等 
人員加算（ヘルパー2 人） １回につき 所定単位数の１００分の２００に相当する単位数 
夜間早朝加算 １回につき 所定単位数の１００分の２５に相当する単位数 
深夜加算 1 回につき 所定単位数の１００分の５０に相当する単位数 
特定事業所加算Ⅱ １回につき 所定単位数の１００分の１０に相当する単位数 
初回加算（新規） ２００単位 / 月 
緊急時訪問介護加算 １００単位 / 回 
生活機能向上連携加算（Ⅰ・Ⅱ） １００単位・２００単位 /  月 
同一建物減算１ １０％減算 
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総額に２４．５％ 

※利用所定単位（1 月につき）に加算されます。 

 
  その他の費用 
   キャンセル料 
    訪問サービスを利用するにあたり、以下のとおり事業所が定める額（訪問 1 回の提供あたり、

１，０００円）を、利用者の実費負担とします。 
  （1）訪問が予定されている前日の１７：００までに、利用者または家族から訪問をキャンセルする 
     旨の連絡がない場合。 
  （2）訪問が予定されている前日の１７：００以降から、訪問当日にキャンセルする場合。 
    但し、急な入院及び急な容態変化等については、キャンセル料金徴収の対象となりません。 
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5. サービス利用に当たっての留意事項 
① 利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。 
② 事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取り扱いについては、

利用者又はその家族とご相談させていただきます。 
③ 従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

6. 災害発生時の対応方法 
サービスの提供中、又は、当日のサービス提供前において、大規模災害が発生した場合には、利用

者、及び、訪問介護員の身の安全を第一とし、情報の収集を図るとともに、適切な対応を致します。 
 

7. 緊急時の対応 
サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医又は

協力医療機関に連絡等をとるなど必要な措置を講じます。 
主治医（かか

りつけ医） 
主治医氏名 医療機関名           医師氏名 

 
 連絡先 住所              電話番号 

 
ご家族 氏名  

 
 連絡先 住所              電話番号 

                携帯番号 
 緊急時の連絡先電話番号 ０１９－６０１－２５１５ 
 ※電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。 
 
8. 事故発生時の対応 

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、ご家族、市町村、

関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置につ

いて記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 
 

9. 守秘義務に関する対策 
事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 
 

10. 利用者の尊厳 
利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 
11.虐待防止の為の措置に関する事項 
 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等の為「虐待防止の為の指針」を整備するとともに、必要

な体制の整備を行い、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるように努めるものとします。 
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二 虐待防止検討委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を 

  図る。 

三 虐待の防止の為の指針を整備する。 

Ⅳ 従業者に対して、虐待の防止の為の研修を定期的に開催するために研修計画を定める。 

Ⅴ 虐待防止の為の措置を適切に実施する為担当者を置く。 

 

２ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、再発防止策を講ず

る。 

12.身体拘束等の適正化の推進に関する事項 
事業所は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身

体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。 

二 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等

を行ってはならない事。 

三 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録しなければならない事。 

 

13.業務継続計画に関する策定等 
 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実

施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（以下「業務継続計画」という。） 

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

二 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施するものとする。 

三 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて 

業務継続計画の変更を行うものとする。 

 
14.その他の運営に関する重要事項 

事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の

就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 
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 15.苦情相談窓口 
※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 ご利用相談室 窓口担当者： 松浦利枝  向久保仁美 

 ご利用時間：月～土曜日 8時 30 分～17 時 15 分（２、３土曜日を除く）  

※電話等により、24 時間常時連絡が可能な対応とします。 

 ご利用方法 電話 ０１９－６０１－２５１５ 
 

※公的機関においても、次の機関においても苦情申し出ができます。 
○岩手県国民健康保険団体連合会介護保険課 

所在地： 盛岡市大沢川原３－７－３０ 
電話番号：０１９－６０４－６７００ ＦＡＸ番号 ０１９－６０４－６７０１ 

  ○滝沢市高齢者支援課         電話番号：０１９－６８４－２１１１ 
  ○盛岡市介護保険課          電話番号：０１９－６５１－４１１１ 

受付時間：９時００分～１７時００分（土日、祝日を除く） 
 

16.衛生管理 
 （１）事業者は、感染症の予防及び発生、まん延防止の為のマニュアルを整備し、従業者に対し研修

を行います。 
 （２）従業者は、感染症の予防及び発生、まん延防止の為に必要な措置を講じます。 
 
17.協力医療機関等 

事業者は、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応

をお願いするようにしています。 
協力医療機関 
・名称  医療法人社団松誠会 滝沢中央病院 
・住所  岩手県滝沢市鵜飼笹森４２番地２ 
 

18 損害賠償について 
当事業所において、事業所の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業所は、速やかに 

損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 
ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置 

かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償責任を減

じさせていただきます。 
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説明日 令和  年  月  日 
 

指定訪問介護サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を 
説明し交付しました。 
 
＜事業者＞ 
所在地  岩手県滝沢市鵜飼狐洞１番地１６２ 
事業所名 松実会指定訪問介護事業所 
    （指定番号０３７２１００６８５） 
 
管理者                     印 
 
 
説明者                     印 
 
 

同意日 令和  年  月  日 
 
私は、契約書及び本書面により、事業者から指定訪問介護サービスについて重要事項説明書を受け 

同意しました。 
 
＜利用者＞ 
 
住所                     
 
氏名                     印 
 
 
＜利用者代理人（選任した場合）＞ 
 
住所                      
 
氏名                     印 （続柄   ） 
 

 


